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松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業の事業計画の変更の縦覧に係る 

口頭意見陳述を踏まえた意見書の要旨及び意見に対する施行者の考え方 

整理 
番号 

口頭意見陳述を踏まえた 
意見書の要旨 

意見に対する施行者の考え方 
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意見書（２）第１回と第２回との比較 

１ なぜ計画人口が増えたのか。また、多彩な選択肢がある 

なかで、なぜマンションが巨大化に至ったのか。 

新松戸駅周辺は、市のマスタープランにおいて高い都市機能

が集積する交流拠点、立地適正化計画においても、広域性、  

集客性が高く、日常生活に必要な機能を有する拠点として位置

付けられております。 

今回の変更は、保留床取得予定事業者からの提案や地権者の

意見を聴取し、一層の人口誘導の促進を目的に建築物規模など

について、改めて見直したものであり、上記の上位計画に整合

したものです。 

 

 

意見書（２）第１回と第２回との比較 

２ 事業計画書に記載の計画人口密度は有用性がないため、 

建築物エリアの人口密度と他の宅地の人口密度を区別した

方がいい。 

地区内住民の内、何世帯、何人が地区内に居住できるのか。 

 

土地区画整理運用指針に基づいて地区全体の計画人口密度

を記載しております。 

当初事業認可時点(令和元年)で１１５世帯１７１人が居住

していましたが、地区内に何世帯、何人が居住できるのかは、

今後の地権者の土地使用状況により、異なるものです。 

 

 

意見書（３）事業計画に記載されていない部分 

１ 設計図に宅地利用計画が記載されていない。 

 

 

 

設計図については、今回、変更はありません。 

なお、設計図に記載する事項については、土地区画整理法 

施行規則に基づき宅地の位置及び形状を表示しております。 
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意見書（３）事業計画に記載されていない部分 

２ 約１０００台の駐輪場が無い。代替え駐輪場を事業計画に

含めていない。高架下を拡張すればよかった。 

地区内に整備されていた駐輪場については、本事業での整備

ではないため、明記しておりませんが、既に地区外に    

市営駐輪場を整備しております。 

 

 

 

 

意見書（３）事業計画に記載されていない部分 

３ 地下の情報がない。事業計画では、調整池であるが、   

検討中の地区計画では、雨水貯留浸透施設となっている。 

また、施設の名称が違うため、工事費が変わる。 

 

地下に関する事項については、土地区画整理運用指針に基づ

き、事業計画書には調整池と記載しております。 

 また、地区計画については、都市計画運用指針に基づき雨水

貯留浸透施設と記載しておりますが、同一の施設です。 

 

 

 

 

意見書（３）事業計画に記載されていない部分 

４ 常磐線快速停車化に関し、常磐線東側予定地の情報が  

事業計画書に記載されていない。 

  また、松戸市からは駅前ロータリーについて「車両荷重が

大きいため困難である」との説明を受けているが、    

快速電車停車化に関する計画では駅前広場に線路やホーム

が設置されており、市の説明と矛盾する。さらに、線路や  

ホームの設置による調整池の強度への懸念がある。 

 

 

 

快速電車の停車化については、別事業であり具体的な計画と

なっていないことから事業計画に反映しておりません。   

なお、調整池及び駅前広場の設計については、関係機関と調整

協議の上行っております。 
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意見書（３）事業計画に記載されていない部分 

５ 周回道路は、一車線一方通行でロータリーが無いため、 

市民の期待外れの設計である。また、周回道路の車道は  

３メートル幅で立体換地建築物内の駐車場入り口で渋滞が

発生する可能性が高い。荷重は大丈夫であるならば、   

当初計画のとおりロータリーを設ければいい。 

 周回道路については、今回の事業計画変更の内容では   

ありませんが、周回道路とすることで歩行者の回遊性を   

確保し、新松戸駅へのアクセス性の向上に資する計画    

としております。 

 なお、計画にあたっては、出入り口を分けるなど、周回道路

への負荷の軽減に努めております。 

 

 

意見書（５）事業計画見直しの計画案 

通常の土地区画整理事業を行うべく、事業の見直しを  

すべきであり、居住希望者住宅の曳家工法が容易である。 

  

事業計画原案の都市計画道路とアクセス道路、事業計画変更

の駅前広場内にロータリーを配置し、都市計画道路東側を  

商業地域とすることで複合ビルを一か所に限らず、都市計画 

道路の東西に展開でき、地権者の要望と多様化を図る。 

  

松戸市は、市民農園を消し去った事業計画なので、根本的

なグランドデザインが無い。松戸市は平面部分の基盤整備を 

区画整理事業にて行い、マンション建設は組合施行の    

再開発事業で行うべきである。なお、松戸市はよく賑わいと 

言うが、市民農園は、土日賑わっている。一方で新松戸駅西口

の店舗はつぶれたままだ。 

 

新松戸駅周辺は、市のマスタープランにおいて高い都市機能

が集積する交流拠点、立地適正化計画においても広域性、集客

性が高く、日常生活に必要な機能を有する拠点として位置付け

られております。 

本地区では、現況を踏まえ、土地と建物を一体的に取り扱う

立体換地制度を効果的に活用し、都市機能等の立地促進を図る

ため、土地区画整理事業を実施しております。  

建築物等の移転については、事業計画に関することではあり

ませんが、土地区画整理法に基づき適切に対応しているところ

です。 

なお、都市計画道路東側については、周辺の土地利用状況を

踏まえ、住宅地としております。 

本地区の街づくりについては、課題等を解消するため、地権

者のご理解・ご協力を得ながら、市が責任をもって取り組んで

まいります。 

 


